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※登録理学療法士の更新ポイント、認定、専門理学療法士の更新点数の付与はございません。
※登録理学療法士未取得でも協会指定管理者（上級）は取得可能です。

＜協会指定管理者（初級）取得プロセス＞
受講要件：日本理学療法士協会の会員で、管理業務に従事している会員、

もしくは本制度に関心のある会員。 ※従来（2025年まで）の管理者証明は不要です。

「協会指定管理者（初級）」を取得するためには

協会指定管理者（初級）研修

日本理学療法士協会指定eラーニングを受講
or

都道府県理学療法士会主催
指定管理者研修（初級）を受講

管理者ネットワークへの参画

・地域や職域の問題への対処
・理学療法士の質向上
・管理者の支援

を目的とし、「協会指定管理者（初
級）」として育成した管理者を、都道府
県士会のもと地域・職域ごとに組織化する。

〇地域別
（市町村別・二次医療圏別など）
〇職域別
（急性期、回復期、地域包括ケア病棟、
生活期など）



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

協会指定管理者研修は、下記の手続きでお申し込みください。

1.職能管理メニュー ＞指定管理者取得状況確認 2.協会指定管理者（初級） ＞協会指定管理者研修の「セミナー検索」を押す

4. セミナー情報の「詳細」ボタンを押す3.検索結果一覧



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

5.講義情報を確認し、「申込」にチェックを入れ、下部の「申込」を押す

研修の受講

協会指定管理者研修は、下記の手続きでお申し込みください。



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

協会指定管理者（初級）研修を受講後、「履修済」となっていることを確認

取得済となっていることを確認（未取得の場合は記載なし）

協会指定管理者研修を受講後、マイページで協会指定管理者（初級）が「取得済」となっていることをご確認ください。

1.職能管理メニュー ＞協会指定管理者取得状況確認 を選択 2.取得状況を確認する


